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合
併
で
ど
う
な
る
の
？　

く
ら
し
の
あ
れ
こ
れ

国民年金保険料が4月から13,580円になります。

　

平
成
17
年
度
ま
で
は
現
行
の
保
険
料

と
し
、
平
成
18
年
度
か
ら
は
適
正
な
保

険
料
に
統
一
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
普
通

徴
収
の
納
期
に
つ
い
て
は
、
平
成
17
年

度
か
ら
旧
小
野
田
市
の
国
民
健
康
保
険

料
の
納
期（
6
月
〜
3
月:

年
10
回)

と

同
様
に
な
り
ま
す
（
左
表
参
照
）。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

高
齢
障
害
課
介
護
保
険
係

☎
82
・
１
１
７
２

●
国
民
健
康
保
険
証
等
の
更
新

に
つ
い
て

　

現
在
、
旧
山
陽
町
の
世
帯
で
次
に
あ

げ
る
各
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
に

は
、
４
月
中
に
新
し
い
各
証
を
郵
送
で

お
送
り
し
ま
す
。

(

国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
証)

・
被
保
険
者
証
、
退
職
被
保
険
者
証

・
高
齢
者
受
給
者
証

・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

・
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証

・
特
定
疾
病
療
養
受
給
者
証

(

老
人
医
療
に
関
す
る
証) 

・
老
人
医
療
受
給
者
証

・
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証

・
特
定
疾
病
療
養
受
給
者
証

●
保
険
証
等
の
郵
送
方
法

　

保
険
証
等
は
、
配
達
記
録
郵
便
で
お

届
け
し
ま
す
。
配
達
時
に
ご
不
在
で
あ

れ
ば
、
不
在
票
が
置
か
れ
ま
す
の
で
、

郵
便
局
で
直
接
受
け
取
る
か
、
再
配
達

国
民
健
康
保
険

介
護
保
険

●
水
道

　

水
道
料
金
は
、
当
分
の
間
、
旧
小
野

田
市
、
旧
山
陽
町
そ
れ
ぞ
れ
に
設
定
し

た
料
金
表
に
基
づ
い
て
算
定
し
ま
す
。

加
入
金
に
つ
い
て
は
、
旧
小
野
田
市

の
例
に
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

（
左
表
参
照
）。

　

な
お
、
検
針
お
よ
び
請
求
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
２
か
月
に
１
度

と
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

水
道
局　

☎
83
・
４
１
１
１

水
道
・
下
水
道

●
下
水
道
・
農
業
集
落
排
水

　

下
水
道
使
用
料
、
農
業
集
落
排
水
使
用

料
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
旧
小
野
田

市
、
旧
山
陽
町
そ
れ
ぞ
れ
に
設
定
し
た
料

金
表
に
基
づ
い
て
算
定
し
ま
す
（
左
表
参

照
）。

　【
問
い
合
わ
せ
先
】

下
水
道
課　

☎
82
・
１
１
６
４

【水道、下水道、農業集落排水
の使用料、請求月について】

水道使用料
旧小野田市 旧山陽町

使用料 変更なし 変更なし
請求月 変更なし 変更なし

下水道使用料
旧小野田市 旧山陽町

使用料 変更なし 変更なし
請求月 変更なし 水道料金の翌月

農業集落排水使用料
旧小野田市 旧山陽町

使用料 変更なし 変更なし
請求月 変更なし 変更なし

【17年度の介護保険料（月額）】

段階 旧小野田市 旧山陽町

第１段階 1,725円 1,300円

第２段階 2,588円 1,950円

第３段階 3,450円 2,600円

第４段階 4,313円 3,250円

第５段階 5,175円 3,900円

【水道の加入金表】
口径 山陽小野田市 旧小野田市 旧山陽町

13mm 34,650円 34,650円 42,000円
（7,350円安く）

20mm 46,200円 46,200円 84,000円
（37,800円安く）


